
利用料金の還付 

既に納入された使用料は、原則としてお返しいたしません。 

ただし、次の場合に限り還付いたします。 

◆集会施設（四日市市総合会館条例施行規則より抜粋）

＊会議室から視聴覚及び研修室への変更についても該当します。 

◆視聴覚センター（四日市市立視聴覚センター条例施行規則より抜粋）

＊視聴覚、研修室から会議室への変更についても該当します。 




